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D-460 卵胞刺激ホルモン（FSH） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、70 歳以上の女性の更年期障害に対する卵胞刺激ホルモン

（FSH）の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 通常、閉経から数年が経過すると FSH は高値安定する。閉経の平均年

齢と変動期を考慮しても、70歳以上の女性に対して FSHの測定は有用性

が乏しい。したがって、70歳以上の女性に対して FSH の算定は認められ

ないと整理した。 

 


